
交通事故等によりケガをしたとき

第三者行為による傷病届

第三者行為による傷病届の記載例は『健康保険制度・申請書の書き方』7ページ参照
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  健康保険給付の流れは？

協会けんぽ（健康保険）は、本来、相手方（加害者）が支払うべき治療費を一時的に立て替えて支払い、その後相手方（加害
者）に損害賠償請求することになります。そのため、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。

「第三者行為による傷病届」をはじめとした、以下の書類が必要になります。

❶ 「第三者行為 による傷病届」
基本的に被保険者等が記入することになりますが、相手方（損害
保険会社等）に依頼できる場合は、相手方による記入も可能です。
交通事故証明書を参考に記入してください。

❷「事故発生状況報告書」
交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断する上で、重要な
書類となりますので、できるだけ詳しく記入してください。

交通事故等の場合に必要な書類　Check

❸「同意書」
協会けんぽが相手方の損害保険会社等へ損害賠償請求をする
際、医療費の内訳（診療報酬明細書の写等）を添付します。相
手方へ個人情報を提供することになるため、ご本人の同意が必要
となります。併せて、協会けんぽが損害賠償請求権を取得する
ことの明確化と今後の示談進捗状況の報告をお願いする書類
です。

❹その他の提出書類
交通事故の場合、「交通事故証明書」（自動車安全運転センターが
発行）を必ず添付してください。
※物損事故等の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」も必要となります。

   交通事故等でケガをした場合はどうなるの？

交通事故等、第三者の行為が原因でケガをした場合でも、仕事中（業務災害）や通勤途中の事故が原因でなければ、健康保
険で診療を受けることができます。ただし、この場合には「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。

健康保険を使用して診察を受けたとき
「第三者行為による傷病届」を提出します

● 交通事故（他人との接触事故）　● 暴力行為
● 他人の飼い犬にかまれた　など
　　　第三者の行為でケガをした場合

治療費の7割分を一時的に立て替え

損害賠償金の支払い
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（治療費の3 割分や慰謝料など）

治療費の7割分を請求

「第三者行為による傷病届」の提出
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医療機関等 保険者
（協会けんぽ）

被害者
（例：４０歳）

相手方
（相手方の加入する

損害保険会社等）

負傷（ケガ）がもとで給付の申請をするとき
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